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中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）交付要綱

（通 則）

第１条 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）につい

ては、予算の範囲内で交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令（昭和 30 年政令第 255 号。以下「施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交

付規則（平成 12 年厚生省・労働省令第６号）の規定によるほか、この交付要綱の定め

るところによる。

（交付の目的）

第２条 この助成金は、最低賃金（最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第９条第１項の

地域別最低賃金をいう。以下同じ。）の引上げによって大きな影響を受ける業種につい

て、その全国規模の事業主団体又は都道府県規模の事業主団体が行う業界として賃金底

上げを図ることを目的とした取組に対し助成することにより、当該取組を支援するとと

もに、当該業種全体の賃金水準の底上げを図ることを目的とする。

（交付の対象及び補助率）

第３条 この助成金は、最低賃金の引上げによって大きな影響を受ける業種の全国規模の

事業主団体又は都道府県規模の事業主団体が行う以下に掲げる事業（以下「助成事業」

という。）を実施するために必要な経費のうち、助成金交付の対象として厚生労働大臣

が認める経費（以下「助成対象経費」という。）について、予算の範囲内で助成金を交

付する。

一 環境整備推進事業

構成事業主の雇用する労働者の賃金底上げに資する取組として行う賃金改善の環境

整備を行う事業
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２ この助成金の交付額は、下の表の第１欄に定める実施主体ごとに、次により算出する

ものとする。ただし、算出された合計額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとする。

一 下の表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める助成対象経費の実支出額を比較

していずれか低い方の額を選定する。

二 前号により選定された額と総事業費から当該事業に係る収入額（寄附金を除く。）

を控除した額と比較して少ない方の額を交付額とする。

１ 実施主体 ２ 基準額 ３ 助成対象経費

全国規模

の事業主団体
2,000 万円

助成事業の実施に必要な経費のうち、謝金、旅費、

借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、消

耗品費、展示会等出展費、通信運搬費、原材料費、機

械装置等費、試作・実験費及び委託費

ただし、原材料費、機械装置等費及び試作・実験費

については、試作・開発を目的とするものに限る。

都道府県規模

の事業主団体
1,000 万円

（申請手続）

第４条 助成事業を行う事業主団体（以下「助成団体」という。）は、この助成金の交付

を受けようとするときは、様式第１号による申請書（以下「交付申請書」という。）を

別途定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

２ 助成事業の交付申請下限額は、実施主体が全国規模の事業主団体の場合は 100 万円、

都道府県規模の事業主団体の場合は 50 万円とする。

（交付決定の通知）

第５条 厚生労働大臣は、前条第１項の規定による交付申請書の提出があった場合、審査

を行い、助成金を交付すべきと認めたときは、交付決定を行い、様式第２号による交付

決定通知書を助成団体に送付するものとする。

２ 厚生労働大臣は、前条第１項の規定による交付申請書が到達した日から起算して原則
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として１月以内に交付の決定を行うものとする。

３ 第３条第２項で定める算定方法により算出された交付額が前条第２項で定める交付申

請下限額に満たない場合は、交付の決定は行わないものとする。

４ 厚生労働大臣は、第１項の通知に際して必要な条件を付することがある。

（申請の取下げ）

第６条 助成団体は、前条第１項の交付決定の通知を受けた場合において、交付決定の内

容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、助成金交付の申請を取り下

げようとするときは、当該通知を受けた日から 15 日以内にその旨を記載した書面を厚

生労働大臣に提出しなければならない。

（契約等）

第７条 助成団体は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般

の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困

難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

（計画変更の承認）

第８条 助成団体は、事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、あらか

じめ様式第３号による申請書を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならな

い。

２ 厚生労働大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更

し、又は条件を付すことがある。

（助成事業の中止又は廃止）

第９条 助成団体は、助成事業を中止又は廃止しようとする場合は、様式第４号による申

請書を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
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（事業遅延の届出）

第 10 条 助成団体は、助成事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場

合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第５号による報告

書を厚生労働大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

（状況報告）

第 11 条 助成団体は、助成事業の遂行及び支出状況について厚生労働大臣から要求があっ

た場合は、速やかに様式第６号による状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければなら

ない。

（助成金の概算払）

第 12 条 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範

囲内において概算払をすることができる。

（実績報告）

第 13 条 助成団体は、助成事業を完了した場合は、その日から起算して１か月を経過した

日（第９条により助成事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該通知を受理し

た日から起算して１ヶ月を経過した日）又は翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに

様式第７号の報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

２ 前項の場合における報告書の提出期限について、厚生労働大臣の別段の承認を受けた

ときは、その期間によることができる。

（助成金の額の確定等）

第 14 条 厚生労働大臣は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及

び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る助成事業の実施結果が助成金の交付

決定の内容（第８条第１項に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれ

に付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第７号
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－２による交付額確定通知書を助成団体に通知する。

２ 厚生労働大臣は、助成団体に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずる

ものとする。

３ 前項の助成金の返還期限は、当該命令のなされた日から起算して 20 日を経過した日と

し、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じ

て年利 10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

（消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還）

第 15 条 助成団体は、助成事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場

合を含む。）は、様式第８号により速やかに、遅くとも助成事業完了日の属する年度の

翌々年度６月 30 日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

なお、助成団体が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び

地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、

本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、この助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定

した場合には、当該仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。

（交付決定の取消し等）

第 16 条 厚生労働大臣は、第９条の助成事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は

次に掲げる場合には、第５条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更するこ

とができる。

一 助成団体が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく厚生労働大臣の処分若

しくは指示に違反した場合

二 助成団体が、助成事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
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三 交付の決定後に生じた事情の変更等により、助成事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合

２ 厚生労働大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対す

る助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を命

ずるものとする。

３ 厚生労働大臣は、前項の返還を命ずる場合（第１項第３号に掲げる理由により取消し

等をする場合を除く。）には、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの期

間に応じて、年利 10.95％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

４ 第２項に基づく助成金の返還及び前項の加算金の納付については、第 14 条第３項の規

定を準用する。

（財産の管理等）

第 17 条 助成団体は、助成対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得

財産等」という。）については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意を

もって管理し、助成金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

２ 厚生労働大臣は、助成団体が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあ

ると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。

（財産の処分の制限）

第 18 条 取得財産等のうち、施行令第 13 条第４号の規定により、厚生労働大臣が定める

ものは、取得価格又は効用の増加価格が 30 万円を超える機械、器具及びその他の財産と

する。

２ 助成団体は、施行令第 14 条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間

中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ厚生

労働大臣の承認を受けなければならない。

３ 前条第２項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
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（助成金の経理）

第 19 条 助成団体は、助成事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して助成事業の

収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにしておかなければならない。

２ 助成団体は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収

支簿とともに助成事業の額の確定の日の属する年度の終了後５年間保存しなければなら

ない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産が 30 万円以上のものである場合

は、当該期間を経過後、当該財産の処分が完了する日又は施行令第 14 条第１項第２号の

規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管して

おかなければならない。

（附則）

１ この要綱の規定は、平成 29 年６月９日以後の申請から適用する。ただし、同日まで

に申請がなされたものの取扱いについては、なお、従前の例による。



様式第１号

平成○年○月○日

厚生労働大臣 殿

住 所

助成団体名

代表者職氏名 印

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）

交付申請書

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）の交付を受けた

いので、下記の書類を添えて申請します。

記

１ 申請金額 金 円

２ 事業の目的及び内容

３ 国庫補助金所要額調書（別紙）

（添付資料）

１ 事業実施計画書

２ 団体の定款、会則等

３ その他参考となる書類



別紙

国 庫 補 助 金 所 要 額 調 書

区分 総事業費

Ａ

収入額

Ｂ

差引額

（Ａ－Ｂ）

Ｃ

対象経費

支出予定額

Ｄ

基準額

Ｅ

選定額

（ＤとＥを比較し

て少ない方の額）

Ｆ

国庫補助

基本額

（ＣとＦを比較し

て少ない方の額）

Ｇ

国庫補助

所要額

Ｈ

中小企業最

低賃金引上

げ支援対策

費補助金（業

種別中小企

業団体助成

金）



様式第２号

厚生労働省発基○第○号

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）

交付決定通知書

助成団体

平成○年○月○日で申請のあった平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業

種別中小企業団体助成金）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和 30年法律第 179号。以下「適正化法」という。）第６条

次のとおり交付することに決定したので、同法第８条の規定により通知する。

平成○年○月○日

厚生労働大臣 ○○ ○○

１ 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、平成○年○月○日

厚生労働省発基○第○号厚生労働事務次官通知の別紙「中小企業最低賃金引上げ支援対策

費補助金（業種別中小企業団体助成金）交付要綱」（以下「交付要綱」という。）第３条に

定める事業であり、その内容は である。

２ 事業に要する経費及び助成金の額は、次のとおりである。ただし、事業の内容が変更さ

第１項の規定により、

第３項の規定により、修正の

うえ、

平成○年○月○日申請書記載のとおり

２及び３のとおり



れた場合において、事業に要する経費又は助成金の額が変更されるときは、別に通知する

ところによるものとする。

・事業に要する経費 金 円

・助 成 金 の 額 金 円

３ 助成金の額の確定は、交付要綱の第３条に定める交付額の算定方法により行うものであ

る。

４ （助成団体名）は、適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和 30年政令第 255 号）及び交付要綱の定めるところに従わなければならない。

５ この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における適正化法第９条第１項の規定

による申請の取下げをすることができる期限は、平成○年○月○日とする。

※ 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）は、政治資金規

正法第 22 条の３第１項による寄附制限の例外（試験研究、調査又は災害復旧に係るものそ

の他性質上利益を伴わないもの）に該当するものと判断している。



様式第２号－２

厚生労働省発基○第○号

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業種別中小企業団体助成金)

追加交付決定通知書

助成団体

平成○年○月○日厚生労働省発基○第○号で交付決定した平成○年度中小企業最低賃金

引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）については、平成○年○月○日の

申請に基づき、決定の内容の一部を次のとおり変更することに決定したので通知する。

平成○年○月○日

厚生労働大臣 ○ ○ ○ ○

１ 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、平成○年○月○日

厚生労働省発基○第○号厚生労働事務次官通知の別紙「中小企業最低賃金引上げ支援対策

費補助金（業種別中小企業団体助成金）交付要綱」第３条に定める経費であり、その内容は

である。

２ 事業に要する経費及び助成金の額は、次のとおりである。

・事業に要する経費 金 円

内今回の増加額 金 円

平成○年○月○日申請書記載のとおり

２及び３のとおり



・助 成 金 の 額 金 円

内今回の追加交付額 金 円

３ この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179 号）第９条第１項の規定による申請の取下げを

することができる期限は、平成○年○月○日とする。



様式第２号－３

厚生労働省発基○第○号

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）

交付決定一部取消通知書

助成団体

平成○年○月○日厚生労働省発基○第○号で交付決定した平成○年度中小企業最低賃金引

上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）については、

決定

の内容の一部を次のとおり変更することに決定したので通知する。

平成○年○月○日

厚生労働大臣 ○○ ○○

１ 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、平成○年○月○日

厚生労働省発基○第○号厚生労働事務次官通知の別紙「中小企業最低賃金引上げ支援対策

費補助金（業種別中小企業団体助成金）交付要綱」第３条に定める経費であり、その内容

は である。

補助金等に係る予算の

平成○年○月○日

執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 10 条第１項の規定により、

申請書に基づき、

平成○年○月○日申請書記載のとおり

２及び３のとおり



２ 事業に要する経費及び助成金の額は、次のとおりである。

・事業に要する経費 金 円

内今回の減少額 金 円

・助 成 金 の 額 金 円

内今回の減少額 金 円

３ この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179 号）第９条第１項の規定による申請の取下げを

することができる期限は、平成○年○月○日とする。



様式第３号

平成 年 月 日

厚生労働大臣 殿

住 所

団体名

代表者職氏名 印

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）

変更申請書

平成○年○月○日厚生労働省発基○第○号をもって交付の決定を受けた標記助成金につい

て下記のとおり国庫補助の変更交付（追加・減額）、一部取消を受けたいので、下記の書類を

添えて申請する。

記

１ 国庫補助金（変更交付（追加）（減額）・一部取消）申請額 金 円

２ 変更を受けようとする理由

３ 国庫補助金所要額変更調書（別紙）

４ 支出予定額変更内訳

今 回 変 更 申 請 金 額：金 円

当 初 交 付 決 定 金 額：金 円

差引（追加・減額）申請額：金 円

５ その他参考となる関係資料



別紙

国 庫 補 助 金 所 要 額 変 更 調 書

区分 総事業費

Ａ

収入額

Ｂ

差引額

（Ａ－Ｂ）

Ｃ

対象経費

支出予定額

Ｄ

基準額

Ｅ

選定額

（ＤとＥを比

較して少ない

方の額）

Ｆ

国庫補助

基本額

（ＣとＦを比

較して少ない

方の額）

Ｇ

国庫補助

所要額

Ｈ

既交付

決定額

Ｉ

今回追加

（減少）額

Ｊ

中 小 企 業

最 低 賃 金

引 上 げ 支

援 対 策 費

補助金（業

種 別 中 小

企 業 団 体

助成金）



様式第４号

平成 年 月 日

厚生労働大臣 殿

住 所

団体名

代表者職氏名 印

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）

事業中止・廃止承認申請書

平成○年○月○日厚生労働省発基○第○号をもって交付決定を受けた平成○年度中小企

業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）の助成対象事業について、

したいので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法

律第 179 号）第 14 条の規定により、下記のとおり申請する。

記

１ 助成金の実績

交付決定額 助成金充当額 不用額

円 円 円

２ 交付対象事業の中止又は廃止日

平成 年 月 日

３ 事業を中止又は廃止する理由

中止

廃止



様式第５号

平成 年 月 日

厚生労働大臣 殿

住 所

団体名

代表者職氏名 印

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）

事業完了予定期日変更報告書

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）に

係る事業完了予定期日の変更について、下記のとおり報告します。

記

１ 事業完了予定期日

変更前 平成 年 月 日

変更後 平成 年 月 日

２ 経費所要額

交付決定額

（交付決定年月日）

平成○年度

受入済額

平成○年度への

要繰越額
不用額

円

（平成○年○月○日） 円 円 円

３ 予定の期間内に完了しない（助成事業の遂行が困難になった）理由



様式第６号

平成 年 月 日

厚生労働大臣 殿

住 所

団体名

代表者職氏名 印

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）

状況報告書

標記について、次の書類を添えて報告する。

１ 国庫補助金執行状況

交付決定額 支出済額

円 円

２ その他参考となる書類



様式第７号

平成 年 月 日

厚生労働大臣 殿

住 所

団体名

代表者職氏名 印

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）

事業実績報告書

標記について、下記のとおり報告する。

記

１ 国庫補助金精算書（別紙）

２ 事業実施結果報告

３ 事業実施効果検証

４ その他参考となる書類



別紙

国 庫 補 助 金 精 算 書

区分 総事業費

Ａ

収入額

Ｂ

差引額

(ＡーＢ)

Ｃ

対象経費

支出済額

Ｄ

基準額

Ｅ

選定額
(ＤとＥを比

較して少な

い方の額)

Ｆ

国庫補助

基本額
(ＣとＦを比

較して少な

い方の額)

Ｇ

国庫補助

所要額

Ｈ

交付決定額

Ｉ

国庫補助

受入済額

Ｊ

差引

過不足額

(Ｊ－Ｈ)

Ｋ

中小企業

最低賃金

引上げ支

援対策費

補 助 金

（業種別

中小企業

団体助成

金）



様式第７号－２

厚生労働省発基○第○号

平成○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）

交付額確定通知書

助成団体

平成○年○月○日厚生労働省発基○第○号をもって交付決定した平成○年度中小企業最低

賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）については、平成○年○月○日

事業実績報告書に基づき、交付額を金 円に確定したので通知する。

平成 年 月 日

厚生労働大臣 ○ ○ ○ ○



様式第８号

平成 年 月 日

厚生労働大臣 殿

住 所

団体名

代表者職氏名 印

平成○年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

平成○年○月○日厚生労働省発基○第○号をもって交付決定を受けた平成○年度中小企

業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額については、下記のとおり報告する。

記

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 15 条の

規定による確定額又は事業実績報告による精算額

金 円

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（要返還相当額）

金 円

３ 添付資料

記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、

特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。


